
要支
援度

サービス内容略称
基本単位（月

単位）

サービス提
供体制強化

加算

科学的介護
推進体制加

算
①小計

②介護職員
等処遇改善
加算9.2%（四

捨五入）

①＋②＝単
位合計③

③×10.45円（地
域単価 切り捨
て）＝総額④

④×９割（切り捨
て）＝保険給付

額⑤

１割負担金額④
‐⑤

④×８割（切り捨
て）＝保険給付

額⑥

2割負担金額④
‐⑥

④×７割（切り捨
て）＝保険給付

額⑦

3割負担金額④
‐⑦

(４回以上/月利用) ※茨木市総合事業の方は、月の利用が３回までの場合は、基本単価が４36/回×８回数となります。　

※月途中に要介護から要支援になった、或いは、要支援から要介護になった場合、「日割り」となります。

契約同意
署名欄(ｻｲﾝ）

令和６年６月～　デイサービスセンター常清の里 利用料金一覧表

総合事業（通所介護相当サービス）

予
防

①
通所型独自ｻｰﾋﾞｽ１

(４回以上/月利用)
1798 88 40 1926 177 15,383円 6,593円

　※茨木市総合事業の方は、月の利用が３回までの場合は、基本単価が４３６/回×４回数となります。　

②
通所型独自ｻｰﾋﾞｽ

２１２
1798 88 40

2103 21,976円

6,593円1926 177 2103 21,976円

17,580円 4,396円19,778円 2,198円

19,778円

※地域加算10.45円（５級地）を含みます。

　　科学的介護推進体制加算　：　（４０単位/
　　　※ご利用者の日常動作の情報を提出した場合
　　介護職員等処遇改善加算　：　加算Ⅰ（９．２％）

17,580円 4,396円

　　　※介護職員中の介護福祉士の割合が前年度、７０％以上の場合或いは勤続10年以上の介護福祉士が25％以上の場合

15,383円2,198円

　　※送迎を行わなかった場合、片道当たり、４７単位/日減算いたします。

通所介護相当サービス加算　：　

　　※業務継続計画未実施の場合、所定単位から１％減算いたします。
　　※高齢者虐待防止措置未実施の場合、所定単位から1％減算いたします。

その他、費用　： 　　昼食代として、600円/日をご負担願います。

　　サービス提供体制加算Ⅰ　：　（要支援①８８単位/月、要支援②１７６単位/

②
通所型独自ｻｰﾋﾞｽ２

(８回以上/月利用)
3621 176 40 3837 30,649円 13,136円

　※茨木市総合事業の方は、月の利用が７回までの場合は、基本単価が４４７/回×８回数となります。　

353 4190 43,785円 39,406円 4,379円 35,028円 8,757円

事業所及び説明者 同意内容

デイサービスセンター　常清の里 利用料金表について事業所より説明受け同
意いただける場合は契約者同意署名欄にご
署名・押印ください。永野　有洋


